
員　　数

る介護支援専門員に交付します。

TEL．０６－６３１０－６８８５
大阪府吹田市千里山竹園２丁目１８番５号

千里Ｏ２ビル １０２号

③ 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、

⑤ 前４項のほか、指定福祉用具貸与においては、吹田市介護保険法施行条例（平成25年吹田市条例第7号）第3条

る指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関する基準を遵守し、事業を実施するものとす

事業内容

大阪府吹田市千里山竹園２丁目１８番５号

千里Ｏ２ビル １０２号

定期的若しくはご利用者等からのご要請等に応じてご利用者宅を訪問し、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必

④ アフターサービス

設立　平成１４（２００２）年１月２５日

福祉用具のレンタル・販売、住宅改修　等

設立年月日等

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

所 在 地
事業所の名称

② 福祉用具の情報提供

（3名は常勤・専従、2

名は非常勤・専従）

の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとします。

③ 福祉用具の納品

納品の日時は、ご利用者等のご希望に沿ってご相談させていただきます。

納品に際しては、ご利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うと共に、当該福祉用具の使用方法、使用

（介護予防）福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、且つ使用されるよう、専門的知識　に基づ

上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書をご利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じてご利用

電話による受注、商品の手配、請求、経理事務等を行います。名

６. 取り扱う種目

者に実際に当該福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導を行います。

ご利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、

指定（介護予防）福祉用具貸与、指定特定（介護予防）福

祉用具販売の目標及び当該目標を達成するための具体的なサー

ビス内容等を記載した（介護予防）福祉用具貸与計画、特定

（介護予防）福祉用具販売計画を作成します。

連　絡　先

① （介護予防）福祉用具貸与計画の作成

当事業所の福祉用具専門相談員が、ご利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定（介護

踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取りつけ・調整等を行い、指定福祉用具[指定

き相談に応じると共に、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料金等に関する情報を提供し、個別

また、（介護予防）福祉用具貸与計画を作成した際には、その福祉用具貸与計画をご利用者及びそのご利用者に係
る。

ゆうえる株式会社

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具の部分を除く。）及び自動

泄処理装置（交換可能部品を除く。）の計13種目

【特定（介護予防）福祉用具販売】　腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動

用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、スロープ、歩行器、歩行補助つえの計9種目

助言を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。

３. 当事業所の概要

 福祉用具

 専門相談員

掲　示　用　重　要　事　項　①

所　在　地

代表取締役　　川越　博史
（常勤/但し、１名は管理者

と兼務。他は全て専従）

2 名以上

５. 当事業所の職員体制

ご提供するサービス

2771601412

営 業 時 間

１. 事業者の概要

名　　　称 ゆうえる株式会社 代　表　者

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

電話番号 ０６－６３１０－６８８５

４. 当事業所の営業日及び営業時間

指 定 番 号

通常の事業の

実施地域

大阪府（吹田市、豊中市、茨木市、摂津市、箕面市、池田市、豊能町、能勢町）

兵庫県（川西市、宝塚市、猪名川町）

定期的にご利用者宅を訪問し、福祉用具の使用状況の確認や商

品のメンテナンス等のアフターサービスを行います。

に定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守し、事業を実施するものとする。

利用者の同意を得るものとします。

予防）福祉用具貸与の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した（介護予防）福祉用

２. 運営方針

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境を

７. サービス内容

5

（指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持または改善を図るものとする。）

（1）（介護予防）福祉用具貸与の場合

【（介護予防）福祉用具貸与】　車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、

具貸与計画を作成します。

その作成に当たっては、福祉用具専門相談員が、その内容について、ご利用者又はそのご家族に対して説明を行い、ご

 事務員

介護予防福祉用具]を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。

他の居宅サービス事業者、保健医療サービス、及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。

④ 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導または

② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また、ご利用者の人権

擁護・虐待の防止等のため、当事業所の職員に対して研修を実施する等の措置を講ずると共に、サービス提供中に虐待

を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとします。

① 第２条 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、

指定介護予防福祉用具貸与においては、吹田市介護保険法施行条例（平成25年吹田市条例第7号）第5条に定め

月曜日～土曜日（但し、祝日及び年末年始

を除く。）
但し、営業日外や営業時間外であっても、事前連絡に

より対応可能な場合がありますので、担当営業員などに

お問い合わせください。

営　業　日

職　　種

管理者 1 名 （常勤/但し、福祉用具

専門相談員と兼務）

午前８時３０分～午後５時３０分

職　務　内　容

当事業所の職員の管理、及び業務の実施状況の把握、その他の

管理を一元的に行います。

商品の納品、組み立て、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使

用方法の説明等、サービスにおける業務全般を行います。

回収の日時は、ご連絡をいただいた後、ご利用者等のご希望に沿ってご相談させていただきます。

（2） 特定（介護予防）福祉用具販売の場合は、上記（1）の①～④に準じます。

・

・

・

・

⑤ 福祉用具の回収

要な場合は、使用方法の指導、修理等を行います。また、その内容は、居宅介護支援事業所等へ報告いたします。



9:00-17:00大阪府国民健康保険団体連合会

援事業所等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。また、事故の原因を究明し、再発防止のための対策を実施し

ます。

　なお、お客さまからの苦情については、国民健康保険団体連合会等においても、受け付けております。

健康福祉部　高齢福祉室
072-727-9505

072-727-3539

8:45-17:15
078-332-5617

078-332-5650

高齢福祉室 介護保険グループ

ご入院月の料金は、使用日数が15日以下の場合は半月分とし、16日以上の場合は1ヶ月分でのご請求となります。

苦 情 相 談 窓 口 担 当 部 署
電 話 番 号

FAX 番 号

健康医療部　長寿介護課
072-620-1637

072-622-5950

苦情相談担当
06-6949-5418

06-6949-5417

介護サービス苦情相談窓口

06-6384-1341

06-6368-7348

072-754-6228

072-751-8505

072-739-3421

072-739-1980

8:45-17:15

8:30-17:00

保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
06-6383-1379

06-6383-9031

保健福祉部　保険課　介護

大阪府茨木市

大阪府摂津市

大阪府箕面市

9:00-17:30

9:00-17:15

8:45-17:15

9:00-17:15

8:45-17:15

福祉部　長寿社会政策課
06-6858-2837

06-6858-3146

大阪府池田市

大阪府豊能郡豊能町

健康福祉部　安心ネットワーク推進室　介護保険課
0797-77-2136

0797-71-1355
兵庫県宝塚市

大阪府豊能郡能勢町

兵庫県川西市 福祉部　介護保険課

福祉部　健康づくり課　包括支援担当

福祉部　高齢者政策推進室　介護保険課

兵庫県川辺郡猪名川町 生活部　保険課

8:30-17:30

9:00-17:00

9:00-17:30

8:45-17:30
072-767-6235

072-767-7200

072-731-2160

072-731-2151

072-740-1149

072-740-1315

業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を漏らしてはならない旨を定めております。

③　介護支援専門員が主催するサービス担当者会議等において、ご利用者やそのご家族の個人情報を用いる場合がありま

すので、厚生（労働）省令に従い、別紙『個人情報の利用に関する同意書』にご署名・ご捺印をいただいております。何卒

ご協力を宜しくお願いいたします。

 ビスの継続ができなくなりますので、必ずご連絡をしてください。

 ご利用者が、転居、死亡された場合も、速やかにご連絡をお願いいたします。

10.　守秘義務

①　当事業者及び当事業所の従業者は、正当な理由無く、その業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を漏らしま

 せん。

②　当事業者は、その就業規則において、各従業者が、当事業者の従業者でなくなった後においても、正当な理由無く、その

掲　示　用　重　要　事　項　②

11.　苦情、緊急時の連絡先

電 話 番 号 ０６－６３１０－６８８５ ＦＡＸ番号

              ません。

８.　レンタル料金及び販売代金

（1）　（介護予防）福祉用具貸与の場合

①　計算方法 川根　武大　（管理者）

 等をすることはできません。また、福祉用具の全部又は一部を、他人に譲渡又は転貸することもできません。

レンタル料金は１ヶ月単位になります。（弊社の福祉用具レンタルカタログに記載されている「レンタル料金」　が、１ヶ月

              そして、管理者に確認した内容を報告し、必要があれば検討会議を開き、具体的な対策を講じると共に、再発防止

に努めます。

              分の料金です。）但し、契約開始日が16日以後、又は終了日が15日以前の場合は、その月の料金は、月額の半分とな

ご利用者が前記『通常の事業の実施地域』にお住まいの場合は、無料です。それ以外の地域にお住まいの場合は、『通

              常の事業の実施地域』を越えた地点から、別途交通費（実費）をいただきます。但し、自動車使用に関しては請求いたし

介護保険をご利用になる場合は、レンタル料金の内、各ご利用者の負担割合に応じた額が、ご利用者の負担額となりま

（1）　苦情処理の体制について

①　お客さまから苦情を受けた場合は、直ちにご利用者やご家族等に連絡を取り、直接訪問する等をして詳細な事実を聴

②　これらの結果は記録に書き留め、５年間保存します。

ことがありますので、ご了承ください。

         くと共に、担当した福祉用具専門相談員等からも事情を聴き、事実確認を行います。

担　 当 　者

月の翌月26日は27日（※1.収納代行企業により引落日が異なります。※2．金融機関の休業日の場合は、翌営業

（2）　事故発生時の対応について

①　ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご利用者のご家族、居宅介護支

②　その事故が当事業所の責めに帰すべき事由によるものである場合には、速やかに損害賠償を行います。

受 付 時 間

（ 平 日 ）

日）です。なお口座振替の手続完了までに1～2ヶ月かかる場合があり、その場合には、初回引落が翌々月以降となる

　　　        ります。なお、契約開始日と終了日とが同一月の場合は、貸与日数に関わらず、１ヶ月分の料金をいただきます。

③　ご利用者負担額

原則として、ご利用者の指定される金融機関の口座からの自動引落にてお支払いただきます。引落日は、サービス利用

②　交通費

④　お支払方法

０６－６３１０－６８８６

植田　尚子　（事務員）

             の負担割合に応じた額を控除した額が、保険者からご利用者に支払われます。

９.　福祉用具をご利用される際の注意事項

す。また、ご提供したサービスが給付限度額を超えた場合は、その超過部分の全額が、ご利用者のご負担となります。

①　福祉用具をご利用されるに当たっては、必ず定められた使用方法及び注意事項をお守りください。

③　（介護予防）福祉用具貸与においては、ご利用者が病院や施設等へ入院・入所された場合は、介護保険を使ったサー

④　保険給付の申請に必要となる書類等の交付

当事業所は、ご利用者から販売代金のお支払を受けた場合は、ご利用者が保険給付の申請に必要となる書類等を交

②　（介護予防）福祉用具貸与においては、当事業所の承諾を得ることなく、福祉用具の仕様変更を行ったり、加工・改造

（2）　特定（介護予防）福祉用具販売の場合

①　販売代金

ご利用者に対し特定（介護予防）福祉用具の販売を行う場合の販売代金については、当事業所の福祉用具専門相

              談員がご説明させていただきます。

なお、ご利用者が保険給付の申請を行った場合において、保険者が必要と認めた場合は、販売代金の内、各ご利用者

             付いたします。

③　販売代金のお支払は、商品納品時に、現金にてお願いいたします。

③　これらの事故の状況、及び事故に際して採った処置については、記録に書き留め、５年間保存します。

②　交通費については、（1）の②に準じます。

兵庫県国民健康保険団体連合会

大阪府吹田市

大阪府豊中市


